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資料５ 





                           林野庁関東森林管理局 

 

 

小笠原諸島森林生態系保全センター母島事務所（仮称）の設置について 

 

１．設置の目的・経緯  

   林野庁関東森林管理局では、小笠原諸島固有の森林生態系を保全するため、 

小笠原諸島森林生態系保全センターにおいて、固有の森林生態系に影響を及ぼ

している外来植物の駆除に取り組んでいますが、世界自然遺産登録後の来島者

の増加や兄島でのグリーンアノール等の発見により、さらなる外来種の侵入・

拡散が懸念されており、その対策が求められています。 

   このような状況を踏まえ、平成２５年度から母島における外来種対策の拠点 

としての機能を持つ施設の整備に取り組んできたところです。平成２６年に入 

札を実施しましたが不落となり、今年度再入札を実施することとなりました。 

 

２．施設の内容等 

（１）施設名称：小笠原諸島森林生態系保全センター母島事務所（仮称） 

（２）構造：木造・平屋建 

（３）建築面積：約１２５㎡ 

（４）施設の内容：小笠原センターの母島等における事業実施の拠点として整備。

事業の円滑な実施に必要なクリーンルーム（外来種排除室）等

のほか、レクチャールーム（外来種対策の普及啓発、森林生態

系保護地域の利用講習等に活用）や展示機能などを兼ね備えた

施設。（別紙平面図を参照） 

                                                            

 

 

1



３．施設の整備箇所 

東京都小笠原村母島元地 190 番 8（297㎡：私有地を借上げ） 

ロース記念館横 

 

           【施設の整備箇所位置図】 

 

          

 

 

 

 

４．施設整備のスケジュール（現時点での予定） 

  予算執行は、林野庁から国土交通省（関東地方整備局）に施行委任 

・令和 3 年度 施設整備事業の実施（入札公告：第二四半期（７月～９月））  

・令和 4 年度 施設整備事業の完了（工期８ヶ月） 

・令和 5 年度 施設の運用開始 

 

 

 

 

 

 

施設予定地 
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（参考）平成２６年度に入札実施した施設内容 

 
室 名 機 能 等 

外来種処理ゾーン 
 

外来種処理の作業がスムーズに行われるようにダーティルーム、検査・処置室、
クリーンルームを連続して配置。 

 

 

 

 

 

 

ダーティルーム 
（倉庫） 

事業・調査等からの帰着後に、外来種逸出防止環境で資機材の荷解き、整理、保
管するスペース。通常使用する倉庫。 

検査・処置室 
 

島内重要地域や属島への出発前の資機材の検査・処置を行う。冷凍施設による冷
凍処理、洗浄・吸引などによる外来種除去を行う。 

クリーンルーム 
(外来種排除室) 

外来種の検査・処置実施後の資機材等を外来種が存在しない環境下で整理・梱包
・保管するスペース。 

レクチャールーム 森林生態系保護地域の利用講習や外来種対策の普及啓発等の活動の場。 
ホール兼展示室 

 
ホールの壁面を活用し、来館者に対して自然遺産や外来種対策に関する展示（解
説パネル、写真等）を行う。 

事務室 来館者への案内を行う受付窓口、職員等が事務的作業を行う。 
トイレ 来館者、職員等に供するトイレ。 
計  
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令和３年度西之島総合学術調査の実施について 
 

令和３年７月５日（月） 

14:00発表 

＜環境省自然環境局自然環境計画課同時発表＞ 

 

 

 

 

 

 

１．日程：令和３年７月６日（火）～16日（金） 

※ 日程については予定であり、変更・中止されることがあります。 

 

２．場所：東京都 小笠原村 西之島 

 

３．行程 

７月６日(火）午前  調査船 出航 

７月８日(木）午後  西之島周辺海域到着後、調査実施 

７月 14日(水）午前  調査終了、西之島周辺海域出発 

７月 16日(金）午後  調査船 帰港 

 

４．調査の目的 

    西之島は、そのほとんどが新たにできた陸地であり、原初の生態系の成り立ちについ

て直接観察できる世界でもごく稀な島です。環境省としては、自然の遷移をモニタリ

ングしつつ、人為的影響を可能な限り与えないままにその価値を見守ることが重要と

考えています。また、西之島は令和２年度の大規模な噴火により、島の様相が一変し

たとみられています。今回の調査では、今後のモニタリングや保全に役立てるため、

令和２年度の大規模噴火以降の原初の生態系の生物相等を明らかにすることを目的と

しています。 

 

５．調査内容 

海洋島における生物・生態系、観測技術の専門家を中心とした調査団を派遣し、船舶

から操縦するドローンや AUV・ROV 等により調査を行います。ドローンでは、海鳥の生

息状況、植物の存在の有無を明らかにするとともに、投棄された海鳥の巣材や火山灰等

のサンプルを吸引機により採取します。また、録音装置や自動撮影装置などの調査機器

の設置も行います。AUV・ROVでは海中の生物の生息状況や生息環境を幅広く情報収集し

ます。 

（１）陸上生物 

・ 西之島における海鳥の生息状況、節足動物、植物の存在の有無 

・ 海鳥の巣材等のサンプル採取、調査機器の設置 

（２）海洋生物 

    ・ 海中の生物の生息状況や生息環境の把握 

 

 

環境省では、令和３年７月６日（火）～16日（金）に自然環境や生態系の専門家を中心

とした調査団を小笠原諸島の西之島の海域に派遣し、船上からドローン等による陸上生物

及び海洋生物の調査を行うことになりましたので、その概要についてお知らせします。 

なお、今回の調査は陸上の踏査を伴わず、主に船舶からドローンにより行う予定です。 
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６．調査団の専門家について                     

三宅 裕志（北里大学海洋生命科学部 浮遊生物、底生動物） 

広瀬 雅人（北里大学海洋生命科学部 底生動物） 

巻  俊宏（東京大学生産技術研究所 AUV（海底探査）） 

野口 侑要（東京大学生産技術研究所 AUV（海底探査）） 

川上 和人（森林総合研究所 鳥類、UAV） 

 

※ 取材について（報道機関向け） 

同行取材はできません。 

ただし、調査団の一員として、本調査のデータ取得等に関する連携関係にあるＮＨＫ

の技術者が同行することから、帰港後、撮影した映像の一部を報道用に共通利用できる

ものとして提供します。提供したハイビジョン映像をキャプチャーした画像も御利用い

ただけます。 

 

注１）帰港後、「環境省提供」として、調査の報道用に 10分弱のハイビジョン映像を提

供します。帰港後に編集して映像を作るため、提供できるまでに、帰港後６時間は

必要です。 

 

・ 調査の映像及び写真の配布について、希望される場合は７月８日（木）までに、メ

ールの件名を「西之島総合学術調査映像等提供の申込み」とした上で、会社名、部署

名 、 役 職 、 氏 名 及 び 連 絡 先 を 明 記 の 上 、【 担 当  橋 口 

(SHUNYA_HASHIGUCHI@env.go.jp ) 】宛てにお送りいただきますよう、お願いします。 

 ・ 日程については予定であり、変更・中止されることがありますので御了承ください。 

天候等の問題が生じた場合、出発日を延期するほか、帰港日を延長する可能性があ

ります。 

 

 

 

  

 

環境省自然環境局自然環境計画課 
代    表  03-3581-3351 
直  通  03-5521-8274 
課  長  堀上  勝（内線 6430） 
課長補佐  羽井佐幸宏（内線 6435） 
係  長  橋口 峻也（内線 6439） 
 
関東地方環境事務所国立公園課 
直  通  048-600-0816 
課  長  井上 綾子 
専 門 官  小林 峻大 
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令和３年（２０２１年）６月 30 日（水）

小笠原巽島（たつみじま）における陸産貝類の移殖後の 

経過について 

 環境省では、絶滅のおそれのある小笠原陸産貝類を保全するため、平成 23 年

（２０１１年）から小笠原諸島父島の施設においてこれらの飼育を実施してきた

ところです。 

昨年（２０２０年）から今年３月にかけて、父島属島の巽島（たつみじま）に

おいてチチジマカタマイマイ及びアナカタマイマイの個体群再生のために、飼育

個体を移殖しました。この度順調に成長していることが確認できましたのでお知

らせします。 

○【令和 2 年 11 月 19 日発表】小笠原における陸産貝類の移殖について

（これまでの経緯及び今回移殖した２種の概要はこちらをご参照ください）

http://kanto.env.go.jp/pre_2020/post_193.html 

１ 移殖方法について 

陸産貝類には個体に悪影響を与える可能性のある寄生生物等が存在するた

め、移殖においてはこのような生物を現地に持ち込まないように、専門家の助

言を受け、細心の注意を払いながら実施しています。移殖の方法としては、卵

による移殖と孵化個体による移殖の２つの方法があり得ます。今回は初めての

試みであるためリスクを確認した上で両方の方法を実施しました。 

２ 卵による移殖 

① 移殖の実施

令和２年 11 月 28 日にアナカタマイマイ 152 卵、チチジマカタマイマイ 27

卵を（巽島へ）移殖しました。寄生生物等を意図せず導入するリスクが最も低

い手法として、卵による移殖を最初に実施しました。 

なお、移殖に用いた卵は、小笠原世界遺産センターで飼育している巽島産の

２種から採卵したものです。現地での寄生生物等の感染がないように隔離して

保管したうえで、カゴ内に移しました。モニタリングに有用な情報を収集する

ために、カゴ内に移して、ふ化率等を確認したうえで、孵化個体にはマーキン

グをしてから野外に放逐することとしました。 

② 移殖後のモニタリング結果について

令和２年 12 月 19 日、令和３年２月５日、３月 17 日に孵化状況を確認しま
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した。孵化個体についてはマーキングを行った上で野外に放逐しました。アナ

カタマイマイでは 76 個体（３回分の合計数）が孵化し、そのうち孵化後死亡し

た 18 個体を除いた 58 個体を野外に放逐しました。 

チチジマカタマイマイでは計 15 個体が孵化し、そのうち孵化後死亡した３

個体を除いた 12 個体を野外に放逐しました。 

室内飼育時の孵化率が約９割であることと比較すると低下していますが、父

島の屋外施設で実施した試験の結果と比較すると同程度になっています。 

 

表１ 卵による移殖の結果 
種名 移殖 

(11/28) 

1回目確認 

(12/19) 

2 回目確認

(2/5) 

3 回目確認

(3/17) 

定着確認モニタリング 

(5/1) 

アナカタマイマイ 152 卵 45 卵孵化 25 卵孵化 6 卵孵化 5 個体 

チチジマカタマイマイ 27 卵 7 卵孵化 6 卵孵化 2 卵孵化 2 個体 

 

３ 孵化個体による移殖 

 ① 移殖の実施 

事前に移殖個体の一部を解剖し、寄生生物に感染していないことを確認した

上で、令和３年２月５日にアナカタマイマイの成貝 22 個体、幼貝 119 個体、

チチジマカタマイマイの幼貝 19 個体を巽島へ移殖しました。 

移殖に用いた個体は、小笠原世界遺産センターで飼育している巽島産の個体

から採卵し、寄生生物等の感染がないように人工基質（ペーパータオル等）、

人工飼料のみを使用した飼育を行った上で、移殖初期の生存率を確認するため

に現地に設置したカゴの中に放しました。 

   

②移殖後のモニタリング結果について 

令和３年３月 17日に移殖初期の生存率を確認した上で野外に放逐しました。

アナカタマイマイの成貝 22 個体、幼貝 117 個体、チチジマカタマイマイの幼

貝 19 個体が生存していることを確認しました。 

孵化後３か月以上成長した個体を用いたため、卵による移殖と比較して初期

死亡率が抑えられたものと考えられます。 

 

表２ 孵化個体による移殖の結果 
種名 移 殖

(2/5) 

 

1 回目確認 

(3/17) 

定着確認モニタリング 

(5/1) 

アナカタマイマイ 141 個体 139 個体 40 個体 

チチジマカタマイマイ 19 個体 19 個体 1 個体 

 

  

４ 定着確認モニタリング結果について 

令和３年５月１日、移殖した個体の、野外での成長等を確認するためのモニ

タリング調査を実施しました。モニタリングには移殖地点の周辺約 10m の範囲

内で標識個体を探索しました。アナカタマイマイでは卵による移殖５個体、孵

化個体移殖の 40 個体を再発見しました。チチジマカタマイマイでは卵による
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移殖２個体、孵化個体移殖の１個体を再発見しました。 

２種ともに探索範囲外や目視確認が困難な樹上部、落葉層等にいるため確認

できなかった個体が多数いるものと思われますが、死亡が確認されたのはアナ

カタマイマイ１個体のみで、再発見された個体はいずれも成長していることが

確認されました。 

今回得られたデータを検証しつつ引き続き個体群再生に取り組んでいく予

定です。 

 

５ 問い合わせ先 

  ○小笠原における陸産貝類の環境省事業について 

   ・環境省関東地方環境事務所野生生物課   

    TEL：048-600-0817 

    課長：佐藤 大樹 

    担当：杉山 昇司 

 

   ・環境省関東地方環境事務所小笠原自然保護官事務所 

    TEL：04998-2-7174 

    担当：成田 智史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卵による移殖の様子（現地にてカゴ内に埋設）      孵化個体の放逐 

 
参考：巽島の位置 

13


	空白ページ
	空白ページ



